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本稿では，IMO（国際海事機関）における国際条約等の審議動向を紹介する。今号では，第76回
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自動運転の現状と今後の展望

鎌田 実＊

1．はじめに

自動車の分野において自動運転に関する種々の検

討が進められており，これらの動きは船舶の自動運

航にも通ずる部分が多々あると考えられる。そこで，

本稿では，船舶における自動運航の検討を進めてい

く際の参考となることを期待し，自動車の自動運転

の現状と今後の展望について記載する。

2．自動運転の概要 

2.1 背景 

未来投資戦略2017では「健康寿命の延伸」など

と共に「移動革命の実現」として自動運転に取り組

むことが大きく描かれている1)。

移動革命のイメージとしては①トラック運送等で

の隊列走行，②人の移動サービスを提供する無人自

動走行，③ドローンを使った荷物配送，④自動運航

船の4つあり，それぞれ2020年までの実証を目標と

していた。自動車の分野に関しては，①については

高速道路における後続車の無人走行，②については

鉄道の廃線跡を利用した無人自動走行の実証を行っ

ており，目標を達成している。他にも未来投資戦略

2017の中の取り組みとして，「世界に先駆けた実

証」，「データの戦略的収集・活用，協調領域の拡

大」，「国際的な制度間競争も見据えた制度整備」が

掲げられているが，その多くは実現できている。

翌年に発表された未来投資戦略2018では，「移

動・物流革命による人手不足・移動弱者の解消」と

して自動運転がさらに大きく取り上げられている2)。

2.2 自動運転にまつわる疑問 

(1) 完全自動運転は，いつ実現するのか？

どこでも走れる完全自動運転は技術的難易度が高

いため，当分の間は実現できないと考えている。一

方で，限定地域，限定空間で車を自動で走らせるこ

とは，お金をかければ今すぐに実現できる。この場

合，どれだけお金をかけるのが妥当かという別の検

討が必要となってくる。

(2) 自動運転が普及すると，世の中はどのように

変わるか？

＊ 東京大学名誉教授 一般財団法人日本自動車研究所 代表理事・研究所長

今とは人と車の付き合い方が変わっていくと考え

られる。例えば，無人の自動運転のタクシーがスマ

ホアプリで簡単に呼べるようになれば，車を所有し

て自分で運転するよりも安く移動できるようになる

かもしれない。そうなれば，今のように車を自己所

有するという概念が将来的には無くなるかもしれな

い。

(3) 日本と諸外国における自動運転の差異は？

日本ではドライバ不足が顕著であるため，事業用

自動車（バス，トラック）に対する無人化への強い

期待が存在する。そのため，事業用自動車での無人

化の実現が諸外国と比べて早く進むと考えている。

2.3 自動運転の実現方法 

自動運転の実現方法として基本的にはインフラ協

調と自律の2つある。インフラ協調とは，インフラ

に様々な設備を設置し，その設備とのやり取りによ

り，車を自動で動かすという方法である。自律とい

うのは車に様々なセンサーを搭載することで，イン

フラに依存することなく自律で走る方法である。

歴史的にみると，1990年代はインフラ協調（磁

気ネイル等）が主流だった。1996年に開業前の上

信越道において磁気ネイルを用いた隊列走行の実証

が世界に先駆けて実現している。しかし，同じよう

に全国各地に磁気ネイルのインフラを配備するには

コストが非常にかかり難しいため，この種のプロジ

ェクトはその先続かなかった。一方で，2010年以

降は自律が主流となっている。これは，アメリカの

DARPAが軍事目的で無人自動運転のコンテストを

開催したことや，2012年にGoogleが自動運転で走

るGoogleカーを作り走ったことをきっかけとして

自動運転の開発が盛んになったためである。ただし，

当時はGoogleカーに搭載されているセンサー

（LiDAR）が非常に高額であり，社会実装のための

製品開発というよりむしろデモンストレーションの

意味合いが強かった。

自動運転を実現するにあたり，インフラ協調と自

律のどちらが良いかという議論は続いているが，最

近ではインフラ協調と自律をうまく使うことで，コ

ストも抑えつつ自動化を実現することが考えられて

いる。例えば，路線バスやトラックの定期便のよう
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な走るルートが決まっている所であれば，その区間

だけをインフラ整備するというインフラ協調を用い

ればよい。 
2.4 社会的課題 

日本は現在，高齢化率が 28.7% で世界一位

（2020.9）であり，2030年までに30%超，2055年に

は40%に達すると言われている。今後，生産年齢人

口が減少していく中で，GDPを維持するためには

生産性を相当上げる必要がある。また，高齢化が進

むにつれて当然，社会保障や医療，介護にかかる費

用が膨大となる。 
国土交通省が作成した「国土のグランドデザイン

2050」では，日本の将来に関する展望がまとめら

れている3)。その中の例を挙げると，日本は徐々に

人口が減少していき，2050年には1億人を切るとい

われている。また，人口分布も東京や名古屋などの

都市圏に人口が集中し，現在，人が住んでいる地域

の20%は無居住化するとされる。 
また近年，高齢ドライバが増加したことに伴い，

高齢ドライバによる事故が社会問題となっている。

その対策として警察庁では高齢者講習や，今後，実

技試験の導入も検討されている。一方，免許返納者

に対する自治体主導のコミュニティバスやデマンド

交通などもあるが，十分に整備しきれていないのが

実状である。これらの課題を解決する手段として自

動運転への期待が高まっている。 

3．自動運転の現状 

3.1 自動運転の歴史 

自動運転の取り組みは1970年代から進められて

おり，通商産業省工業技術院機械技術研究所などで

自動運転の実験を行っていた。1977年には，搭載

したカメラで白線を認識する車が知能自動車と称し

て作られていた。 
1990年代には，磁気ネイルに沿って車を走らせ

ることができ，前述のように1996年に開業前の上

信越道で，自動隊列走行のデモンストレーションが

なされた。 
2000年頃には，トヨタがIMTSというバスの隊列

システムの開発を行っており，2005年の愛知万博

では営業運転がなされた。 
2004年には，米DARPAがインフラ協調ではなく

自律で自動車を走らせるグランドチャレンジという

競技を実施した。最初は砂漠の中を走る競技であり， 
 
 
 

写真1に示すように車両もかなり大きく，一般車に

は見えない車が使われていた。それから，アーバン

チャレンジという名前となり，市街地を模擬した場

所で一般車に様々なセンサーを取り付けた車を走ら

せるような競技となった。アーバンチャレンジで使

用された車両を写真2に示す。 
2012年には，Googleが，ドライバレス車の公道

試験を開始した。 
 

 
写真1 グランドチャレンジで使用された車両4) 

 

 
写真2 アーバンチャレンジで使用された車両5) 

 
日本では，2013年に当時の安倍首相が3社の自動

運転車の試乗を行い，国として自動運転に力を入れ

ていく旨の発言がなされた。それ以降，自動運転の

開発に力が入るようになり，2017～2019年には，

日本でも実証実験が全国各地で広く行われた6) 7)。

日本で2019年以降に実施された主な実証実験を図1

に示す。 
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図1 2019年度以降に行われた主な自動運転実証実験7） 

 
3.2 自動運転レベルの分類 

自動運転のレベルは表1のようにSAE（Society of 
Automotive Engineers）が定めた運転自動化の6段
階の定義を使うのが一般的である。多くの人がイメ

ージするような自動運転のレベルはレベル4～5に
相当する。 

レベル1は前後か左右のどちらかが自動化される

ものであり，レベル2は前後左右共に自動化される

ものである。ただし，レベル2までは運転の主体は

運転者にあり，その責任は運転者にあるため，レベ

ル1～2は高度運転支援システムととらえるべきで

ある。 
レベル3は特定の条件を満たす範囲では自動運行

装置が働くが，その範囲を超えると，運転操作は運

転者に引き継がれる。ただし，自動運行装置から運

転者への操作権限の委譲が適切に行えるか（何秒以

内に権限を委譲すればいいのか）疑問を呈する専門

家も多い。警察庁では，権限移譲が必要な場面にな

ったら直ちに引き継ぐこととしているが，それがで

きない場合には車両を安全に停止させることを国土

交通省のガイドラインでは求めている。 
さらに，レベル4～5では運転の主体は運転者で

はなく，自動運行装置となる。レベル4，5は技術

的難易度が高く，一般公道での混合交通下の早期実

現は困難であるが，専用空間・限定空間等かつ低速

であれば比較的実現しやすいと考えられる。 
 

表1 自動運転のレベル8) 

 
 

3.3 自動運転の目的 

(1) 安全 
交通事故の原因の9割はヒューマンエラーとされ

ており，その解決策として運転を自動化することで

ヒューマンエラーによる事故を防ぐ。日本では高速

道路から自動運転の実装が始まっており，高速道路

における渋滞時という条件付きであるがレベル3の
自動運転も2021年に実現している。ただ，前述し

た高齢者の事故を減らすことに主眼を置くのであれ

ば，自動運転ではなく，運転支援に力を入れること

で高齢者の運転ミスを減らすほうが，安全に繋がる

という考え方もできる。 
(2) ドライバ不足 

日本の人口は減少過程にあり，特にバス，タクシ

ー，トラックではドライバ不足が顕著である。その

ため，ドライバが不要となる自動運転による無人運

転への期待が高まっている。特に過疎地域ではレベ
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2.4 社会的課題 

日本は現在，高齢化率が 28.7% で世界一位

（2020.9）であり，2030年までに30%超，2055年に
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口が減少していく中で，GDPを維持するためには

生産性を相当上げる必要がある。また，高齢化が進

むにつれて当然，社会保障や医療，介護にかかる費

用が膨大となる。 
国土交通省が作成した「国土のグランドデザイン
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れている3)。その中の例を挙げると，日本は徐々に

人口が減少していき，2050年には1億人を切るとい

われている。また，人口分布も東京や名古屋などの
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に対する自治体主導のコミュニティバスやデマンド

交通などもあるが，十分に整備しきれていないのが

実状である。これらの課題を解決する手段として自

動運転への期待が高まっている。 
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道路から自動運転の実装が始まっており，高速道路

における渋滞時という条件付きであるがレベル3の
自動運転も2021年に実現している。ただ，前述し

た高齢者の事故を減らすことに主眼を置くのであれ

ば，自動運転ではなく，運転支援に力を入れること

で高齢者の運転ミスを減らすほうが，安全に繋がる

という考え方もできる。 
(2) ドライバ不足 

日本の人口は減少過程にあり，特にバス，タクシ

ー，トラックではドライバ不足が顕著である。その

ため，ドライバが不要となる自動運転による無人運

転への期待が高まっている。特に過疎地域ではレベ
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ル4～5の自動運転，高速道路でのトラック隊列

（先頭車有人，後続車無人）を目指しつつ開発が進

められている。また，無人運転だけではなく，遠隔

監視・遠隔操縦の開発も進められている。レベル2
では，運転の責任は遠隔者（人間）が持つことにな

る。1台の車を1人の遠隔者が見るという運用方法

ではドライバの数は実質減らないため，1人で何台

も見られるようなシステムの開発を目指している。 
(3) 付加価値 

海外では自動運転の意義として，運転せず別の作

業ができるという点に重きが置かれている。当然，

運転中に別の作業ができれば，仕事等の生産性も上

がる。また，長距離ドライバ等は自分で運転しない

移動時間を休養に当てられれば労働条件の改善にも

繋がる。他にも自動運行装置に加えてコネクティッ

ドカーとして付加価値を高めることができれば，有

効性はさらに増す。また，まちづくりにおいても自

動運転は期待されており，全ての車が自動で走るよ

うになれば，交通量と道路容量の関係などを見直す

ことで，従来の道路空間を再分配でき，余った土地

の有効活用に繋がると考えられている。例えば，車

を所有するという概念が無くなれば，駐車場も必要

なくなり，そのスペースを有効活用できる。高速道

路も車線を減らして管理できるようになるため，そ

のスペースをソーラーパネル，自転車道として活用

できる。（図2，3参照。自動運転化で赤い部分が不

要となる。） 
 

 
図2 駐車場の活用イメージ9) 

 

 
図3 高速道路における余剰車線の活用イメージ9) 

 
3.4 自動運転の実現に向けた日本の取り組み 

内閣官房の日本経済再生事務局では，自動運転に

係わる官民協議会を開き，関係省庁，民間，有識者

を加えて議論をしていた。自動運転の社会実装には

法律の制度整備が必要になるが，本協議会の中でも

同じ議論が起こり，民間，有識者の要求に沿って，

関係省庁が素早く対応することで，制度整備が早期

に実現できている。法律が整備された部分としては，

道路運送車両法，道路交通法，責任関係では自動車

損害賠償保障法など色々ある。2019年には道路交

通法・道路運送車両法の改正で自動運行装置につい

ても定義された。 
また，日本だけが法律を変えて世界と基準が違っ

てしまうとガラパゴス化してしまうため，国連でも

日本主導となって議論を進め，日本の主張をうまく

取り入れた形で国際基準が作られているという流れ

が存在する。 
一方，技術開発が進み，自動運転が使えるような

法律の整備が進んだとしても，それが本当に社会に

受け入れられるかという部分が非常に重要になって

くる。つまり，社会受容性を確保し，自動運転車に

乗る人だけではなく，その周囲の人にも受け入れら

れることが重要になる。 
官民ITS構想・ロードマップ2018 6)では，2020年

度までの目標を掲げているが，そのほとんどが実現

している。そこで2020年の官民ITS構想・ロードマ

ップ2020 7)では，今後に向けた2020年代の取り組

みとして，短期，中期，長期と分けて，それぞれど

こでどのように実現していくかが取りまとめられて

いる。そのロードマップ実現に向けて，経済産業省，

国土交通省などでも多くの予算をかけて様々なプロ

ジェクトに取り組んでいるところである。 
3.5 自動運転の安全基準 

自動運転を考える際には，どのように基準を作り，
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その基準をどのように守らせるかという事が重要と

なる。まずは，その安全目標を定めることを目的と

して，国土交通省が自動運転車の安全技術ガイドラ

インを作成した10)。基本的な考え方としては，理論

上システムが引き起こす人身事故が0となるような

社会を目指すために，予見可能で回避可能な対象物

に対しては事故を回避できることを目標としている。

ただ，“予見可能”の程度については国によって許

容範囲が異なるため，国際的な場でも議論が分かれ

ている部分である。 
実際にレベル3以上の自動運転を実用化するため

には道路運送車両法の改正が必要となるため，交通

政策審議会の小委員会において，自動運転車の設

計・製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確

保に必要な精度のあり方について検討がなされた11)。 

4．今後の展望 

4.1 現状認識 

運転者がいる場合，運転者がいつでも運転の主体

を取り戻せるという条件であれば，レベル2とみな

せるため，容易に公道で実証実験が行える。運転席

に運転者がいない場合でも，遠隔監視・遠隔操縦が

できれば，公道で実証実験を実施することができる。

ハンドルやペダルが無い車両でも，遠隔監視・遠隔

操縦ができ，かつ条件が整っていれば，保安基準適

合とみなせるため，ナンバー交付ができ，実証実験

も行える。このように日本では，レベル2の位置づ

けであれば実証実験がやりやすい環境にある。 
また技術としては，お金をかけ，簡単な環境であ

れば，完全自動運転が達成できるレベルにあるとも

言える。 
現在は，低コスト化や複雑環境適合へ様々な検討

がなされている。また，責任問題についても様々な

ところで検討がなされている。法規制の対応につい

ても，制度整備大綱に応じて進められている12)。 
4.2 法規制 

現状の法規制でも，レベル2での実証実験の範囲

においては，運転席のない車であっても実験が行え

る形が整えられている。遠隔監視においても，監視

が1：1から1：Nになった時にむけて，既に1：3の
実証実験が実施済みである。最終形の責任体制の議

論はこれから進められていく。レベル4以上になれ

ば，通常状態では遠隔監視も不要になり，それが達

成できるレベルへのAIの進歩が期待されるが，技

術的側面で十分そのレベルに達する状況が見えてこ

ないと責任論の議論がしにくい。 
法規制の中で，どこまで安全を要求するかという

部分は議論が分かれるところではある。もらい事故

をなくすレベルまで要求されるとハードルが高い。

機器の信頼性に関する要求も一定の方向性が出され

なければモノの設計ができない。国際的な競争にお

いて，目指すべきレベルと到達スピードをどこに設

定するかに関しても考える必要がある。 
一方，道路交通法・道路運送車両法の改正でレベ

ル3が可能になったことで，高度運転支援・自動運

転の車両の安全基準や認証・車検対応も進んでいる。

運輸事業を行うにあたっての要件等もまとめられて

いる。 
4.3 未来像 

2020年までに，高速道路渋滞時におけるレベル3
の市販化，限定空間でのレベル3の実現，トラック

隊列の技術構築が実現した。一方で，一般道路での

自動運転は，レベル2といえども実現は難しい。そ

のためには，地図の整備のほか，色々な取り決めが

必要となる。 
レベル3がどのように展開していくかは未知数で

あるが，当面は高速道路での作動範囲の拡張になる

だろう。レベル4～5の遠隔監視・遠隔操縦の事業

化の姿も未知数である。 
人件費が削減できる事業用車両と，個人所有の自

家用車では，センサー等へのお金のかけかたも変わ

ってくる。その他，条約や基準の作業の見通し，社

会的受容性などについても検討しつつ，自動走行ビ

ジネス検討会では，2030年頃までの工程表につい

ても作成されている8)（図4参照）。 
 

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

仮（P.6）

NK技報No4（和文）_1.indd   6NK技報No4（和文）_1.indd   6 2021/11/01   11:112021/11/01   11:11



 
 
 
 ClassNK技報 No.4，2021（Ⅱ） 

－4－ 

ル4～5の自動運転，高速道路でのトラック隊列

（先頭車有人，後続車無人）を目指しつつ開発が進

められている。また，無人運転だけではなく，遠隔

監視・遠隔操縦の開発も進められている。レベル2
では，運転の責任は遠隔者（人間）が持つことにな

る。1台の車を1人の遠隔者が見るという運用方法

ではドライバの数は実質減らないため，1人で何台

も見られるようなシステムの開発を目指している。 
(3) 付加価値 

海外では自動運転の意義として，運転せず別の作

業ができるという点に重きが置かれている。当然，

運転中に別の作業ができれば，仕事等の生産性も上

がる。また，長距離ドライバ等は自分で運転しない

移動時間を休養に当てられれば労働条件の改善にも

繋がる。他にも自動運行装置に加えてコネクティッ

ドカーとして付加価値を高めることができれば，有

効性はさらに増す。また，まちづくりにおいても自

動運転は期待されており，全ての車が自動で走るよ

うになれば，交通量と道路容量の関係などを見直す

ことで，従来の道路空間を再分配でき，余った土地

の有効活用に繋がると考えられている。例えば，車

を所有するという概念が無くなれば，駐車場も必要

なくなり，そのスペースを有効活用できる。高速道

路も車線を減らして管理できるようになるため，そ

のスペースをソーラーパネル，自転車道として活用

できる。（図2，3参照。自動運転化で赤い部分が不

要となる。） 
 

 
図2 駐車場の活用イメージ9) 

 

 
図3 高速道路における余剰車線の活用イメージ9) 
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内閣官房の日本経済再生事務局では，自動運転に

係わる官民協議会を開き，関係省庁，民間，有識者

を加えて議論をしていた。自動運転の社会実装には

法律の制度整備が必要になるが，本協議会の中でも

同じ議論が起こり，民間，有識者の要求に沿って，

関係省庁が素早く対応することで，制度整備が早期

に実現できている。法律が整備された部分としては，

道路運送車両法，道路交通法，責任関係では自動車

損害賠償保障法など色々ある。2019年には道路交

通法・道路運送車両法の改正で自動運行装置につい

ても定義された。 
また，日本だけが法律を変えて世界と基準が違っ

てしまうとガラパゴス化してしまうため，国連でも

日本主導となって議論を進め，日本の主張をうまく

取り入れた形で国際基準が作られているという流れ

が存在する。 
一方，技術開発が進み，自動運転が使えるような

法律の整備が進んだとしても，それが本当に社会に

受け入れられるかという部分が非常に重要になって

くる。つまり，社会受容性を確保し，自動運転車に

乗る人だけではなく，その周囲の人にも受け入れら

れることが重要になる。 
官民ITS構想・ロードマップ2018 6)では，2020年

度までの目標を掲げているが，そのほとんどが実現

している。そこで2020年の官民ITS構想・ロードマ

ップ2020 7)では，今後に向けた2020年代の取り組

みとして，短期，中期，長期と分けて，それぞれど

こでどのように実現していくかが取りまとめられて

いる。そのロードマップ実現に向けて，経済産業省，

国土交通省などでも多くの予算をかけて様々なプロ

ジェクトに取り組んでいるところである。 
3.5 自動運転の安全基準 

自動運転を考える際には，どのように基準を作り，
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その基準をどのように守らせるかという事が重要と

なる。まずは，その安全目標を定めることを目的と

して，国土交通省が自動運転車の安全技術ガイドラ

インを作成した10)。基本的な考え方としては，理論

上システムが引き起こす人身事故が0となるような

社会を目指すために，予見可能で回避可能な対象物

に対しては事故を回避できることを目標としている。

ただ，“予見可能”の程度については国によって許

容範囲が異なるため，国際的な場でも議論が分かれ

ている部分である。 
実際にレベル3以上の自動運転を実用化するため

には道路運送車両法の改正が必要となるため，交通

政策審議会の小委員会において，自動運転車の設

計・製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確

保に必要な精度のあり方について検討がなされた11)。 

4．今後の展望 

4.1 現状認識 

運転者がいる場合，運転者がいつでも運転の主体

を取り戻せるという条件であれば，レベル2とみな

せるため，容易に公道で実証実験が行える。運転席

に運転者がいない場合でも，遠隔監視・遠隔操縦が

できれば，公道で実証実験を実施することができる。

ハンドルやペダルが無い車両でも，遠隔監視・遠隔

操縦ができ，かつ条件が整っていれば，保安基準適

合とみなせるため，ナンバー交付ができ，実証実験

も行える。このように日本では，レベル2の位置づ

けであれば実証実験がやりやすい環境にある。 
また，技術としては，お金をかけ，簡単な環境で

あれば，完全自動運転が達成できるレベルにあると

も言える。 
現在は，低コスト化や複雑環境適合へ様々な検討

がなされている。また，責任問題についても様々な

ところで検討がなされている。法規制の対応につい

ても，制度整備大綱に応じて進められている12)。 
4.2 法規制 

現状の法規制でも，レベル2での実証実験の範囲

においては，運転席のない車であっても実験が行え

る形が整えられている。遠隔監視においても，監視

が1：1から1：Nになった時にむけて，既に1：3の
実証実験が実施済みである。最終形の責任体制の議

論はこれから進められていく。レベル4以上になれ

ば，通常状態では遠隔監視も不要になり，それが達

成できるレベルへのAIの進歩が期待されるが，技

術的側面で十分そのレベルに達する状況が見えてこ

ないと責任論の議論がしにくい。 
法規制の中で，どこまで安全を要求するかという

部分は議論が分かれるところではある。もらい事故

をなくすレベルまで要求されるとハードルが高い。

機器の信頼性に関する要求も一定の方向性が出され

なければモノの設計ができない。国際的な競争にお

いて，目指すべきレベルと到達スピードをどこに設

定するかに関しても考える必要がある。 
一方，道路交通法・道路運送車両法の改正でレベ

ル3が可能になったことで，高度運転支援・自動運

転の車両の安全基準や認証・車検対応も進んでいる。

運輸事業を行うにあたっての要件等もまとめられて

いる。 
4.3 未来像 

2020年までに，高速道路渋滞時におけるレベル3
の市販化，限定空間でのレベル3の実現，トラック

隊列の技術構築が実現した。一方で，一般道路での

自動運転は，レベル2といえども実現は難しい。そ

のためには，地図の整備のほか，色々な取り決めが

必要となる。 
レベル3がどのように展開していくかは未知数で

あるが，当面は高速道路での作動範囲の拡張になる

だろう。レベル4～5の遠隔監視・遠隔操縦の事業

化の姿も未知数である。 
人件費が削減できる事業用車両と，個人所有の自

家用車では，センサー等へのお金のかけかたも変わ

ってくる。その他，条約や基準の作業の見通し，社

会的受容性などについても検討しつつ，自動走行ビ

ジネス検討会では，2030年頃までの工程表につい

ても作成されている8)（図4参照）。 
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図4 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ8) 

 

4.4 自動車業界の今後 

モビリティサービス，交通という公共性のある事

業，さらにはまちづくりまで，この領域は広がって

いく。一方で，コネクティッドの興隆により，ICT
業界との領域争いも始まっていく。1t以上の鉄の塊

を，安全に100km/h超までの速度で動かす技術，

高い信頼性と耐久性を維持する技術は，新興勢力に

はまだまだ備わっていないものの，安閑としてはい

られない。技術はどんどん進化していくものである

が，その技術を使う人間は同じペースで進化するわ

けではない。むしろ，老化等で退化していくもので

ある。自動車業界は，自動車を単に作って売るとい

う現状の単純な運用形態のままで良いのかを考える

時期に来ている。 
4.5 自動運転の活用方法 

自動運転はレベル2までの機能であっても運転支

援として，安全の確保には重要な役割を果たすこと

ができる。 
一方，省力化として，無人運転には様々なハード

ルがある。限定的に可能な場所での展開からはじま

る。無人化により人件費がいらなくなるという期待

が強いが，自動運転にかかる経費が安くはなく，ビ

ジネスモデルが成立するかどうか十分に考える必要

がある。 
自動運転と言えど，単なる移動手段の自動化に過

ぎない。重要なのは移動の手段の高度化ではなく，

人も物も移動の活性化をはかることであり，魅力的

なまちづくりが最も重要であるとも言える。 
4.6 まちづくりの方向性 

自動運転の技術が進歩し，法整備がそれに対応で

きるようになったとしても，そこからコスト面も含

めてどのように社会実装していくかという事が重要

になる。これから日本の人口が減少していく中で，

自動運転をただ使うだけで社会が良くなることは考

えづらいため，自動運転が活用しやすいように，あ

るいは人口が減少したとしても，自動運転により

人々が暮らしやすいように持続性があるようなまち

づくりをする必要がある。自動運転をまちづくりの

中で移動手段の1つとしてどのように活用するかと

いうことをグランドデザインとして描かなければ，

実現は難しいと考えている。 
4.7 まとめ 

モビリティの分野において50年後，100年後に，

歴史を振り返ると，今の時代は大きな転換期にあた
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るのではないだろうか。これから，電動化も進み，

自動運転・コネクティッドカーも大いに進むことは

間違いない。一方で，技術開発だけではなく，成熟

社会・人口減社会に向けた対処も必要なところであ

る。2050年に日本の人口が1億人を割るのは必至で

あるため，人口8000万人程度が，国土のある割合

の範囲内で，豊かな暮らしができるようなグランド

デザインを描く必要がある。その中で，モビリティ

の未来像をきっちり示し，生活を支えるモビリティ

サービス産業としての役割を自動車業界に担っても

らい，国もそれに対して支援していく流れをつくる

ことが重要になる。 

5．おわりに 

本稿ではこれまで，自動車の分野における自動運

転について，概要や目的，今までの歴史，そしてこ

れからの展望を中心に述べさせていただいた。一方

で，自動車の自動運転で抱えている課題は，船舶の

自動運航の分野でも同じことがおそらく言える。例

えば，自動車の自動運転の目的として，安全，人手

不足，付加価値の3つを述べたが，これは船舶の分

野にも当てはまる。海難事故の約8割は人為的要因

（操船不適切，見張り不十分など）と言われている。

また，人手不足については特に内航船の乗組員に関

しては高齢化が進んでおり，近い将来，乗組員不足

が顕在すると見られている。そして，乗組員の船上

業務は多岐にわたって存在しており（操船，見張り，

推進，電力管理，貨物管理など），乗組員の負担は

大きく，労働環境改善に資する技術へのニーズは大

きい。このように，事故防止，人手不足解消，労働

環境改善の手段として，船舶の分野でも自動運航技

術が期待されている。 
近年は，船舶の分野においても国土交通省による

実証事業や日本財団の無人運航船プロジェクト

（MEGURI2040）に代表されるように，自動運航

に関する開発プロジェクトも複数立ち上がっており，

実装化に向けた規則整備，技術開発が今後ますます

進んでいくと考えられる。実現までの道筋は容易い

ものではないだろうが，本稿で紹介した自動車の事

例が，船舶における自動運航の検討を進めていく際

の一助となれば幸いである。 
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図4 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ8) 
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自動運航システムのリスク評価 
 

 
伊藤 博子＊，柚井 智洋＊，塩苅 恵＊，石村 惠以子＊，三宅 里奈＊，工藤 潤一＊ 

 
1．はじめに 

自動運航船に関連する様々な技術が開発されてい

る。商用の自動運航船を目指す動きとしては，

2010年代前半からEU資金によるMUNINプロジェ

クト1)や，DNV GLのReVoltプロジェクト2)，フィ

ンランド資金によるロールスロイスなどのAAWAプ

ロジェクト3)などが先発組として知られている。そ

の後，世界中の事業者が，異なる技術力，将来展望，

ニーズに呼応して，思い思いの開発や試行を行って

きた。日本でも昨年度に日本財団が開始した将来的

な無人船を指向するMEGURI 2040プロジェクトの

中で，5つのコンソーシアムが各々得意な自動運航

の技術を搭載した船舶を投入して実証実験を予定し

ている4)。 
それぞれのプロジェクトが実証を目指している自

動化タスクをみると，船舶が全て無人化されるよう

な広範な作業範囲から，特定の条件下での避航操船

のような限定的な作業範囲まで，大きく異なる。そ

のアプローチも，既存技術を磨いて信頼性や使い勝

手を向上させるものから，創造的な新しい概念を試

そうとするものまで多様である。当然ながら，出来

上がる自動運航システムの使用方法も，障害が発生

した際の対応方法も異なっている。 
自動運航船に関連する技術開発の活発化に伴い，

リスク評価手法を研究する著者らに対しても，それ

らの自動運航システムを投入する前の実証段階にお

いて，例えば実船実験での安全性確保のため，或い

は将来的な自動運航システムの商用化にあたっての

システムや船舶の認証などを念頭に，リスク評価技

術を適用可能にすることが求められている。果たし

てどのような概念，機能，構成の船舶を自動運航船

としてリスク評価できるようになれば良いのであろ

うか。 
法的な枠組みにおいては，まだ自動運航船の定義

や，自動運航船とみなされるための構成要素といっ

た，自動運航船そのものに対する具体的な規定はほ

とんど見られない。船舶分野では自動化システムが

人の機能を代行して構わないということを示す具体

的な定めも見つけることができない。一方で，多く

                                                      
＊ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 

の人が根底に持っている将来的なイメージとして，

導入される技術によって人が運航する場合よりも安

全になるか少なくとも同等であれば，人が行ってい

る作業をその技術にさせても構わないのではないか，

という考えがある。自動車分野では，運転者に代わ

って運転操作を行う装置を搭載した自動運転車が承

認されたこと5)を踏まえ，船舶でも安全性を証明す

ることで，自動化システムによるタスク代行を可能

にできないかとの議論もみられる6)。 
新しい技術が既存技術と同等の安全性を確保して

いるかを考えるためには，その新しい技術に関連す

るリスクを推定する必要がある。未知の部分が多い

とはいえ，著者らは，従来のリスク評価手法をベー

スに，自動運航船に特有なところを拡張する形でリ

スク評価を行えるのではないかと考えている。本稿

では，そのような背景に当所の研究を織り交ぜつつ，

自動運航のためのシステムのリスク評価の現状につ

いて紹介する。 

2．一般的なリスク評価のプロセスと安全目標 

2.1 リスク評価のプロセス 

ここで，リスク評価の一般的な工程について確認

しておく。リスク評価は，大きく分けてハザードを

特定する工程と，得られたハザードの重要性を評価

する工程から構成される。英国の安全衛生庁

（HSE: Health and Safety Executive）では，ハザ

ードを特定する工程をリスク解析（Risk analysis）
と呼び，これとハザードを評価する工程を合わせて

リスク評価（Risk assessment）と呼んでいる7)。

また，これらに加え，コスト便益を考慮して最終的

にリスク低減措置を選択するという意思決定の工程

までを含めてリスク管理（Risk management）と

呼ぶ。これらの関係は図1のように表わされる。 
この捉え方の中で，HSEは，全ての工程で用い

られる重要な要素として，ハザードの特定

（HAZID：Hazard identification），すなわちリス

ク解析の工程を位置付けている。さらに，リスク解

析を実施するためのツールとして，専門家判断

（ Judgement ）， 故 障 モ ー ド お よ び 影 響 解 析
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